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 甲賀市男女共同参画 を推進する条例を制定

　市では、男女がさまざまな分野に共に参画し、責任を分かち合いながら、 その個性と能力を十分に発揮し、チャレンジや活躍ができ、それらが認められる
男女共同参画社会の実現をめざし、「甲賀市男女共同参画を推進する条例」 を制定しました。

（１）ダイバーシティ（多様性）の実現と人権の尊重
（２）社会の制度および慣行についての配慮
（３）方針の立案および決定への男女共同参画
（４）家庭生活における活動と他の活動の両立

（６）国際的協調
（５）男女の生涯にわたる健康な生活への配慮

（７）職業生活における男女の不均衡の是正と家庭生活
における男性の参画

男女共同参画

どうして男女共同参画を推進する条例が必要なの？

女性の活躍を推進するために

男女共同参画を推進するための
７つの基本理念

オール甲賀で取り組みましょう

条例の特徴

　女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下「女性活躍推進法」といいます。）が施行され、
全国的に働き方改革が進む中、女性を含めた多様な人材が活躍できる社会が求められています。しかし、意
識調査の結果では、「男性は仕事、女性は家事・育児・介護」という固定的な性別役割分担意識がまだまだ
根強く残っており、働く場では女性の３０歳から３４歳で就業率が低くなるなど、さまざまな課題があります。
　このようなことから、固定的な性別役割分担意識の解消を図り、家庭、地域、職場、学校など社会のあ
らゆる分野において男女共同参画が推進され、職業生活を希望する女性がその個性と能力を十分に発揮し、
活躍できる社会を実現するために、「甲賀市男女共同参画を推進する条例」を制定しました。

　女性活躍推進法が施行されてから、滋賀県
内の市町では初の男女共同参画を推進する条
例です。この条例では、基本理念の１つに「職
業生活における男女の不均衡の是正と家庭生
活における男性の参画」を盛り込み、ワーク・
ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推
進など働く場における男女共同参画の推進を
具体的に示したところが、大きな特徴となって
います。

市民の役割
　男女共同参画について理解を深め、基本
理念に基づき、あらゆる分野において男女
共同参画を推進するよう努めましょう。

企業等の役割
　男女が事業活動に対等に参画す
る機会を確保するとともに、職業
生活と家庭生活との両立ができる
よう、ワーク・ライフ・バランスに
取り組む等、職場
の環境づくりに努
めましょう。

　甲賀市は皆さんが主役
のまちです。
　本市に関わる全ての人
が協力し、主体的に男女
共同参画社会の実現に取
り組みましょう。
　条例の全文や解説につ
いては、市ホームページ
をご覧ください。市の役割

　男女共同参画施策を総合的・計
画的に実施するため、国、県その
他地方公共団体と連携するととも
に、市民、企業等および区・自治会、
自治振興会等と協働
し、男女共同参画の
推進に取り組みます。

男女共同参画
社会の実現

● 問い合わせ ● 　商工労政課 女性活躍推進室　☎69-2189　Ｆax63-4087

３つの重点項目 目標目標を達成するための主な事業

自らの希望によ
り、働くまたは働
こうとする女性に
対する支援

職業生活と家庭
生活との両立を
図るために必要
な環境整備

企業・事業所が
主体的かつ積極
的に取り組むため
の支援
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■女性のための就労支援事業
■�女性の起業・キャリアアップ支援事業

働きたい女性の新規就業率の向上

市内企業女性管理職率の向上

市内保育園待機児童の解消

「男性は仕事をし、女性は家庭を守
るべき」という考えに同感しない人

の割合の向上

イクボス宣言企業数の増加

男性の育児休業取得率の向上

■企業主導型保育施設設置促進事業
■在宅福祉支援事業
■病児・病後児保育事業

■ワーク・ライフ・バランス推進事業

オール甲賀で
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